
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
及
び
大
学
の
教
員
等

の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律  

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

  

（
労
働
契
約
法
の
特
例
） 

 

第
十
五
条
の
二 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
各
号
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
年
」
と
す
る
。 

 
 

一 

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
又
は
技
術
者
（
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
又
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
の
補
助
を
行
う
人

材
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
研
究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
を
設
置
す
る
者
と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
期
労
働
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
も
の 

 

 

二 

科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
に
係
る

企
画
立
案
、
資
金
の
確
保
並
び
に
知
的
財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
そ
の
他
の
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技
術

に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
に
係
る
運
営
及
び
管
理
に
係
る
業
務
（
専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
を
必
要
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
研
究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
を
設
置
す
る
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

 
 三 

試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
が
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
と
の
協
定
そ
の
他
の
契

約
に
よ
り
こ
れ
ら
と
共
同
し
て
行
う
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果

の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
（
次
号
に
お
い
て
「
共
同
研
究
開
発
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
又

は
技
術
者
で
あ
っ
て
当
該
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

 



四 

共
同
研
究
開
発
等
に
係
る
企
画
立
案
、
資
金
の
確
保
並
び
に
知
的
財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
そ
の
他
の
共
同
研
究
開
発
等
に
係
る
運
営
及

び
管
理
に
係
る
業
務
（
専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
専
ら
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
共
同
研
究
開
発
等

を
行
う
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

 

 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
大
学
の
学
生
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に
研
究
開
発
法
人
又
は
大

学
等
を
設
置
す
る
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
（
当
該
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

を
締
結
し
て
い
た
者
の
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
大

学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

 

― 

（
以
下
略
）
― 

  

（
労
働
契
約
法
の
特
例
） 

 

第
七
条 

第
五
条
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
た
教
員
等
の

当
該
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
年
」
と
す
る
。 

 
 ２ 

前
項
の
教
員
等
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
若
し
く
は
学
校
法
人
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人

等
と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
締

結
し
て
い
た
者
の
同
項
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間

は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

 

― 

（
以
下
略
）
― 

  


